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津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成２３年１１月９日

津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第４２号

津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部を改正する

規則

津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則（平成１８年津市規則

第５７号）の一部を次のように改正する。

第２条中第３０号を第３１号とし、第１０号から第２９号までを１号ずつ繰

り下げ、第９号の次に次の１号を加える。

 津市白山総合文化センター内しらさぎホール（研修室、和室、まちのギ

ャラリー及び屋外ステージに限る。）

 第４条第９号及び第１０号を次のように改める。

 第２条第１０号、第１２号、第１３号、第１５号、第１６号、第１９号

、第２０号、第２３号から第２６号まで及び第２８号から第３１号までに

掲げる施設使用予定日の属する月の６月前の月の８日から当該使用予定日

の７日前まで

 第２条第１１号、第１４号、第２２号及び第２７号に掲げる施設使用予

定日の属する月の６月前の月の初日から当該使用予定日の前日まで

第４条第１１号中「第２条第１６号及び第１７号」を「第２条第１７号及び

第１８号」に改め、同条第１２号中「第２条第２０号」を「第２条第２１号」

に改める。

   附 則

 （施行期日）

１ この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。

 （津市白山総合文化センター内しらさぎホールに関する規則の一部改正）

２ 津市白山総合文化センター内しらさぎホールに関する規則（平成２０年津

市規則第１９号）の一部を次のように改正する。

  第４条に次の１項を加える。

２ 研修室、和室、まちのギャラリー及び屋外ステージの使用許可を受けよ

うとする者は、津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則（平



成１８年津市規則第５７号）第４条の規定による使用の予約をもって前項

の規定による許可申請書の提出に代えることができる。



津市告示第２２８号 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）第１８条の２第１項の規定に

より、平成２３年４月１日津市告示第６５号において、別に定める日とされて

いる期日のうち、別紙に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を

有する者については、下記のとおり指定したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  平成２３年１１月２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記

 対象となる申告等の期限 指定する期日 

１

平成２３年度分

の軽自動車税の

納期限 

平成２３年１２月１５日 

２

１に掲げる期限

以外の申告等の

期限 

平成２３年３月１１日から

平成２３年１２月１４日ま

での間に期限が到来するも

の 

平成２３年１２月１５日 



別紙 

都道府県名 地   域 

 宮古市 

 大船渡市 

 陸前高田市 

岩手県 釜石市 

 気仙郡住田町 

 上閉伊郡大槌町 

 下閉伊郡山田町 

 石巻市 

 気仙沼市 

宮城県 
多賀城市 

東松島市 

 牡鹿郡女川町 

 本吉郡南三陸町 

 田村市 

 南相馬市 

 伊達郡川俣町 

 双葉郡広野町 

 双葉郡楢葉町 

福島県 
双葉郡富岡町 

双葉郡川内村 

 双葉郡大熊町 

 双葉郡双葉町 

 双葉郡浪江町 

 双葉郡葛尾村 

 相馬郡飯舘村 



津市告示第２２９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２３年１１月４日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

久居明神町地内 １ 平成２３年１０月 ３日 

南丸之内地内 １ 平成２３年１０月 ４日 

安東町地内 １ 平成２３年１０月 ５日 

雲出出張所 ２ 平成２３年１０月 ５日 

新町地内 １ 平成２３年１０月 ７日 

白塚町地内 １ 平成２３年１０月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１０月１７日 

島崎サンパーク １ 平成２３年１０月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２３年１０月１８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年１０月１８日 

小舟地内 ２ 平成２３年１０月１８日 

久居新町地内 ２ 平成２３年１０月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年１０月１９日 

藤方地内 １ 平成２３年１０月１９日 

下弁財町津興地内 １ 平成２３年１０月１９日 

羽所町地内 ４ 平成２３年１０月１９日 

久居寺町地内 １ 平成２３年１０月１９日 

戸木町地内 １ 平成２３年１０月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年１０月２０日 

久居野村町地内 １ 平成２３年１０月２０日 

久居新町地内 ２ 平成２３年１０月２０日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１０月２１日 

久居新町地内 １ 平成２３年１０月２１日 



津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年１０月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１０月２４日 

丸之内地内 １ 平成２３年１０月２４日 

垂水地内 １ 平成２３年１０月２４日 

大門地内 １ 平成２３年１０月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１０月２５日 

高茶屋地内 ４ 平成２３年１０月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１０月２７日 

白塚町地内 １ 平成２３年１０月２７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１０月２８日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２３０号 

下記の者の平成２３年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２３年１１月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 







津市公告第１５２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年１１月１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年１０月２７日

２ 抑留期間 平成２３年１１月４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

安濃町東観

音寺

コーギー 茶白 メス 中 ９１日

以上

２ 津市

芸濃町河内

フレンチブ

ルドッグ

白黒 オス 中 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１５３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画下水道事

業流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）の変更認可に係る図書の写し

の送付がありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第

６２条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供します。 

 平成２３年１１月４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市下水道部下水道政策課 



津市公告第１５４号 

三重県知事による津都市計画下水道事業の変更認可の告示がありましたの

で、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定により、次のと

おり公告します。 

 平成２３年１１月４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画事業の種類及び名称 

津都市計画下水道事業流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

２ 施行者の名称 

   津市 

３ 事務所の所在地 

  津市殿村５番地 

４ 事業施行の期間 

  昭和４９年３月２６日から平成２６年３月３１日まで 

５ 事業地 

 収用の部分 

昭和 49 年三重県告示第 201 号、昭和 54 年三重県告示第 155 号、昭和 58

年三重県告示第 107 号、昭和 58 年三重県告示第 525 号、昭和 61 年三重県

告示第 283 号、昭和 62 年三重県告示第 609 号、昭和 63 年三重県告示第 142 

号、昭和 63 年三重県告示第 173 号、昭和 63 年三重県告示第 400 号、平成

2 年三重県告示第 323 号、平成 2 年三重県告示第 472 号、平成 4 年三重県

告示第 584 号、平成 5年三重県告示第 504 号、平成 7年三重県告示第 43 号、

平成 7 年三重県告示第 405 号、平成 8 年三重県告示第 378 号、平成 10 年三

重県告示第 175 号、平成 11 年三重県告示第 118 号、平成 11 年三重県告示

第 146 号、平成 11 年三重県告示第 453 号、平成 13 年三重県告示第 48 号、

平成 13 年三重県告示第 127 号、平成 13 年三重県告示第 424 号、平成 16

年三重県告示第 8 号、平成 16 年三重県告示第 209 号、平成 16 年三重県告

示第 1012 号、平成 17年三重県告示第 47 号、平成 17年三重県告示第 297 号、

平成 19 年三重県告示第 211 号及び平成 22 年三重県告示第 166 号の事業地に

高茶屋小森上野町字東浦地内及び字大新田地内を加える。

  使用の部分 



昭和 49 年三重県告示第 201 号、昭和 54 年三重県告示第 155 号、昭和 58

年三重県告示第 107 号、昭和 58 年三重県告示第 525 号、昭和 61 年三重県

告示第 283 号、昭和 62 年三重県告示第 609 号、昭和 63 年三重県告示第 142 

号、昭和 63 年三重県告示第 173 号、昭和 63 年三重県告示第 400 号、平成

2 年三重県告示第 323 号、平成 2 年三重県告示第 472 号、平成 4 年三重県

告示第 584 号、平成 5年三重県告示第 504 号、平成 7年三重県告示第 43 号、

平成 7 年三重県告示第 405 号、平成 8 年三重県告示第 378 号、平成 10 年三

重県告示第 175 号、平成 11 年三重県告示第 118 号、平成 11 年三重県告示

第 146 号、平成 11 年三重県告示第 453 号、平成 13 年三重県告示第 48 号、

平成 13 年三重県告示第 127 号、平成 13 年三重県告示第 424 号、平成 16

年三重県告示第 8 号、平成 16 年三重県告示第 209 号、平成 16 年三重県告

示第 1012 号、平成 17年三重県告示第 47 号、平成 17年三重県告示第 297 号、

平成 19 年三重県告示第 211 号及び平成 22 年三重県告示第 166 号の事業地に

高茶屋小森上野町字東浦、字南浜替、字浜替、字小森川及び字大新田、高茶

屋小森町字北端及び字大新田を加え、高茶屋小森町字水合において事業地を

変更する。



津市公告第１５５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年１１月７日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年１１月２日

２ 抑留期間 平成２３年１１月１０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

一身田大古曽

チワワ 茶黒白 オス 小 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１５６号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２３年１１月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１５７号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年１１月１１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年１１月８日

２ 抑留期間 平成２３年１１月１５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

柳山津興

ラブラドール

レトリバー

チョコ オス 大 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２











































































津市公告第１５９号 

家畜共済の事務取扱要領及び事務処理要領（昭和６１年３月３１日付け６１

農経Ｂ第８０４号農林水産省経済局長通知）に基づき設置する指定獣医師につ

いて、本市が指定契約を委任した三重県農業共済組合連合会が次のとおり指定

契約を締結したので公告します。 

平成２３年１１月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定契約期間 平成２３年９月１日から平成２４年８月３１日まで 

２ 指定獣医師  

指定獣医師氏名 

石井 一功 

奥田 昌広 

野村 登美夫 

布瀬 多計夫 

森 一司 



津市水道局告示第１７号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２３年１１月１５日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

竹中設備 鈴鹿市桜島町四丁目8番地の1 平成２３年１１月 ２日 



津市水道局告示第１８号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２３年１１月１５日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

久居ホームセンター 木造町１０５９番地１ 平成２３年１１月７日 



津市水道局公告第１５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２３年１１月７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

工 事 名
平成２３年度　工務第４４号

公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事

工事場所 津市 白塚町 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年１１月７日 工 事 担 当 課 工務課

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月５日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝343.8ｍ

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝0.5ｍ

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝66.1ｍ

仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝4箇所

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝8箇所

【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１１月２８日 まで

販 売 店 アサヒ感光社　　津市半田141　　TEL059（226）5214

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１１月２８日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年１１月２８日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年１１月１６日

回 答 日 平成２３年１１月２２日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年１２月１日 午前１０時００分

津市水道局２階　入札室

予定価格 15,493,000

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0

0

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年１１月７日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第３９号
公共下水道事業に伴う久居新町地内配水管移設工事（仮設及び本設）

工事場所 津市 久居新町 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝56.0ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝168.5ｍ 仮配管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝80.0ｍ
仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝1箇所 仮設仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝3箇所

不断水仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝1箇所
工 期 契約締結の日から 平成２４年３月１６日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝20.0ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝5箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居 【格付】Ｂ・Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】一志・白山 【格付】Ｂ
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１１月２８日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１１月２８日 まで
販 売 店 アサヒ感光社　　津市半田141　　TEL059（226）5214

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年１１月１６日
回 答 日 平成２３年１１月２２日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年１１月２８日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年１２月１日 午前１０時１５分
津市水道局２階　入札室

予定価格 12,844,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



津市選挙管理委員会告示第１２８号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２３年１１月８日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第１２９号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２項の規

定により告示する。

  平成２３年１１月８日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第１３０号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２３年１１月８日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹消者数

            男        女        計

            １ 人      ０ 人      １ 人

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管

３ 抹消した年月日    平成２３年１１月８日



津市選挙管理委員会告示第１３１号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項の規定により、

選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、次のとおり公表する。

  平成２３年１１月８日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 閲覧状況の期間  平成２２年１１月１日～平成２３年１０月３１日

２ 閲覧状況     別添のとおり



平成23年10月31日現在

申出者の氏名 主たる事務所の所在地 委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 閲覧年月日

株式会社ﾃﾚﾋﾞ朝日
代表取締役社長　早河　洋

東京都港区六本木６丁目9-1 ANN世論調査の対象者抽出のため
第89、107、103、70投票区
のうち195件

平成22年11月11日

三重県政策部広聴広報室 三重県津市広明町13番地
ｅーﾓﾆﾀｰ（三重県が行う電子ｱﾝｹｰﾄ回
答者）の募集案内送付のため

全域より1030件 平成22年12月2日

株式会社地域社会研究所
代表取締役社長　大橋　浩

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入
橋弁慶町228ｱｵｲﾋﾞﾙ

三重県政策部企画室
平成23年度一万人アンケート調査の対
象者抽出のため

全域より1131件 平成23年1月17日

名豊コンサルタント株式会社
代表取締役　中野宏昭

愛知県名古屋市中区松原2-2-33
三重県健康福祉部健康づくり室
健康対策ｸﾞﾙｰﾌﾟ

三重県のﾍﾙｼｰﾋﾟｰﾌﾟﾙみえ・21に関する
調査の対象者抽出のため

全域より1000件 平成23年1月24日

社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区恵比寿1-13-6
総務省統計局統計調査部
消費統計課

統計調査（家計消費状況調査）の対象
者名簿作成のため

白塚町のうち58件 平成23年2月17日

社団法人　中央調査社
会長　中田正博

東京都中央区銀座
　　　6ー16ー12（丸高ビル）

株式会社　時事通信社
代表取締役社長　中田正博

統計調査（時事世論調査）の対象者抽
出のため

垂水、半田、幸町、修成町
のうち114件

平成23年2月25日

株式会社ﾃﾚﾋﾞ朝日
代表取締役社長　早河　洋

東京都港区六本木６丁目9-1 ANN世論調査の対象者抽出のため 第37,38投票区のうち60件 平成23年3月8日

社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区恵比寿1-13-6
総務省統計局統計調査部
消費統計課

統計調査（家計消費状況調査）の対象
者名簿作成のため

高野尾町のうち43件、久居
小野辺町のうち43件

平成23年3月15日

社団法人　中央調査社
会長　中田正博

東京都中央区銀座
　　　6ー16ー12（丸高ビル）

明るい選挙推進協会
　会長　佐々木毅

第１７回統一地方選挙における有権者
の投票行動等の実態を調査し、今後の
選挙啓発上の資料とするため

一身田上津部田のうち18件 平成23年6月8日

朝日新聞津総局
総局長　唐澤健治

三重県津市中央9-2

政治や選挙に関する有権者の意識を客
観的に測定、分析して報道し、もって公
選法第一条に定めるところの民主政治
の健全な発達を期する

第18、46投票区のうち20件 平成23年6月8日

社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区恵比寿1-13-6
総務省統計局統計調査部
消費統計課

統計調査（家計消費状況調査）の対象
者名簿作成のため

久居東鷹跡町のうち43件、
榊原町のうち43件

平成23年6月23日

読売新聞東京本社
編集局世論調査部
世論調査部長　原田哲哉

東京都中央区銀座　6-17-1
全国の有権者を対象に実施する世論調
査の調査対象者を抽出するため

第5、第33投票区のうち68件 平成23年7月7日

社団法人　中央調査社
会長　中田正博

東京都中央区銀座
　　　6ー16ー12（丸高ビル）

株式会社　時事通信社
代表取締役社長　中田正博

「時事世論調査」実施のための対象者
抽出

半田、幸町のうち114件 平成23年8月25日

選挙人名簿の抄本の閲覧状況



申出者の氏名 主たる事務所の所在地 委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 閲覧年月日

株式会社　日本ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
代表取締役　鈴木稲博

東京都中央区日本橋本町2-7-1
学校法人早稲田大学
理事長　鎌田　薫

「日本人の社会的期待と制度に関する
世論調査」の調査対象者抽出のため

幸町、大倉のうち35件 平成23年9月6日

社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区恵比寿1-19-15
総務省統計局統計調査部
消費統計課

統計調査（家計消費状況調査）の対象
者名簿作成のため

河芸町千里ヶ丘のうち43
件、河芸町高佐浜田のうち
43件

平成23年9月13日

一般社団法人　共同通信社
社長　石川　聰

東京都港区東新橋1-7-1
日本世論調査会　面接世論調査の対象
者抽出のため

第11,19,40,71投票区のうち
48件

平成23年9月20日

平成23年9月14日

全域より574件 平成23年9月21日

平成23年9月22日

名豊コンサルタント株式会社
代表取締役　中野宏昭

愛知県名古屋市中区松原2-2-33 三重県　健康福祉部健康づくり室
次期三重県健康増進計画に係る県民健
康意識調査の対象者抽出のため

全域より771件 平成23年10月4日

※　平成２２年１１月１日以降の閲覧について記載

いであ株式会社名古屋支店
支店長　小川義忠

愛知県名古屋市港区入船1-7-15
三重県防災危機管理部
地震対策室

平成23年度防災に関する県民意識調査
の対象者抽出のため



津市選挙管理委員会告示第１３２号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２において準用する

同法第２８条の４第７項の規定により、在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況に

ついて、次のとおり公表する。

  平成２３年１１月８日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 閲覧状況の期間  平成２２年１１月１日～平成２３年１０月３１日

２ 閲覧状況     なし


